
宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を促進するとともに、市内の事業活

動におけるエネルギー価格高騰による負担の軽減を図ることを目的として、宇部市中小企業者

等省エネ設備導入補助金 （以下「補助金」という。）を交付することに関して、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（定義）  

第２条 この要綱において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

（１）中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者を

いう。）であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 市内に事業所を有する個人 

イ 市内に事業所を有する会社 

（２）医療法人（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人をいう。）又

は社会福祉法人（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人

をいう。）であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

ア 常時使用する従業員の数が３００人以下であること。 

イ 市内に事業所を有すること。 

（３）中小企業等協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条に規定す

る中小企業等協同組合をいう。）、協業組合（中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年

法律第１８５号）第３条第１項第７号に規定する協業組合をいう。）、協同組合等（法人税法

（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号に規定する協同組合等をいう。）、農事組合法人（農

業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の４に規定する農事組合法人をいう。）

又は一般社団法人若しくは一般財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成１８年法律第４８号）第２条第１号に規定する一般社団法人又は一般財団法人をいう。）で

あって、次に掲げる要件の全てを満たすもの 

ア 常時使用する従業員の数が３００人以下であること。 

イ 市内に事業所を有すること。 

（４）特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定

する特定非営利活動法人をいう。）、公益法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３号に規定する公益法人をいう。）又は学校法

人（私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人をいう。）であって、

次に掲げる要件の全てを満たすもの  

ア 法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第５条に規定する事業を行っていること。 

イ 常時使用する従業員の数が３００人以下であること。 



ウ 市内に事業所を有すること。 

（５）本市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織 

２ この要綱において「事業所」とは、中小企業者等が事業のための専有施設として所有若しく

は賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているものをいう。 

 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下、「補助対象事業者」という。）は、第８条に定める交

付申請時点において、市内で事業を行っており、かつ、第４条に定める補助対象設備を導入す

る市内の事業所で、引き続き事業を５年以上継続する意思を有する中小企業者等とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、補助対象事業者に

該当しないものとする。 

（１）市税を滞納している者 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条

第１項各号に規定する風俗営業等の事業を行う者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、又は同条第６号に規定する暴力団員（以下、

「暴力団員」という。）、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者  

（４）宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者 

（５）事業実施に当たって必要な許認可その他事業実施に当たって必要な関係法令上の規定によ

る要件を欠いている者 

（６）本市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者 

（７）前各号に掲げる者のほか、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者 

 

（補助対象設備） 

第４条 補助対象設備は、別表１に定める設備（以下、「省エネ設備」という。）で、次の各号の全

てを満たすものとする。 

（１）補助対象事業者が、自らの事業活動に使用するために、市内の事業所に導入する省エネ設

備であること。 

（２）市内に事業所を有する法人又は個人から導入する省エネ設備であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは補助対象設備としない。  

（１）第９条第１項に規定する交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結

しているもの 

（２）第１０条第１項に規定する変更申請をした場合であって、同条第２項に規定する変更交付

決定の日より前に、変更申請書に係る当該省エネ設備の導入の変更契約等を締結しているも

の 

 



（３）同一の導入省エネ設備において、国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付又は交付

される見込みのあるもの 

（４）補助対象事業者自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等（マンション、ア

パート、テナント等）の省エネ設備 

（５）中古品、リース、レンタルの省エネ設備 

 

（補助対象経費）  

第５条  補助対象経費は次の各号に定める経費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当す

る額、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等について

は、対象外とする。  

（１）省エネ設備の導入等に必要な費用（購入費、据付工事費等） 

（２）省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用（撤去工事費、処分費等） 

   ただし、既存設備を下取り（省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡す

ることをいう。）する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。 

（３）その他市長が必要と認める経費 

 

（補助金の額） 

第６条 市長は、予算の範囲内において、補助金の額を決定する。 

２ 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額

に１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とし、４０万円を限度とす

る。 

 

（補助金の交付） 

第７条 この要綱による補助金の交付は、補助対象事業者１者につき、１回限りとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、宇部市中小企業者等省

エネ設備導入補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

 

（補助金の交付決定等）  

第９条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交

付することが適当であると認めるときは、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付決定

通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

 



３ 市長は、第１項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、宇部市

中小企業者等省エネ設備導入補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知する

ものとする。 

 

（申請内容の変更等） 

第１０条 前条第１項の規定により補助金の交付決定通知を受けた者が当該決定に係る申請内容

を変更しようとするときは、あらかじめ宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金変更交付申

請書（様式第４号）に変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、前条に規定する交付決定通知書に記載された補助金交付決定額のうち

２０パーセント以内の減額の変更をする場合で、かつ次に定める軽微な変更については、この

限りでない。 

（１）補助対象経費の目的を実質的に変更するものでない場合 

（２）省エネ設備の導入に影響のない程度の細部を変更する場合 

２ 市長は、前項の規定に基づく変更申請書が提出された場合において、その内容を審査の上、

適当と認めるときは、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金変更交付決定通知書（様式第

５号）により、申請者に通知するものとする。ただし、変更後の補助金交付決定額は、前条に規

定する交付決定通知書に記載された補助金交付決定額を超えないものとする。 

３ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 

４ 市長は、第２項の審査の結果、申請内容の変更が適当でないと認めるときは、宇部市中小企

業者等省エネ設備導入補助金変更不承認通知書（様式第６号）により、申請者に通知するもの

とする。 

 

（申請の取り下げ）  

第１１条 第９条第１項、又は第１０条第２項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以

下「交付決定事業者」という。）が補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、宇部市中

小企業者等省エネ設備導入補助金交付申請取下書（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 

（実績報告）  

第１２条 交付決定事業者は、省エネ設備の導入が完了したときは、その日から３０日以内又は

令和８年２月２７日のいずれか早い日までに、宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金実績

報告書（様式第８号）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。  

 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、交付決定事業者から前条に定める実績報告書の提出があったときは、その内

容を審査の上、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、第９条



第１項、又は第１０条第２項の規定に基づく補助金交付決定額の範囲内で補助金の額を確定し、

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付確定通知書（様式第９号）により交付決定事業

者に通知するものとする。 

 

(補助金の請求及び交付) 

第１４条 前条の規定による通知を受けた交付決定事業者は、速やかに宇部市中小企業者等省エ

ネ設備導入補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定事業者から請求書が提出されたときには、速やかに交付

決定事業者に補助金を交付するものとする。 

 

（省エネ設備の管理及び処分）  

第１５条 交付決定事業者は、省エネ設備を導入した年度終了後、５年間は補助金の交付の目的

に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得

ない理由によりあらかじめ市長の承認を受けた場合はこの限りでない。  

２ 交付決定事業者は、省エネ設備の導入が完了した後も省エネ設備を適正に管理するとともに、

その効率的な運用を図らなければならない。 

３ 交付決定事業者は、省エネ設備の導入及び補助金に係る帳簿その他の関係書類を整備し、こ

れらの書類について省エネ設備を導入した年度終了後、５年間は保存しなければならない。 

 

（補助金交付決定の取消等）  

第１６条 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部若しくは一部を取り消すことができる。なお、補助金の交付決定を取り消したときは、

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）により交付決

定事業者に通知するものとする。 

（１）この要綱又は補助金の交付決定の内容若しくは補助金の交付に関して付した条件に違反し

たとき。 

（２）虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。 

（３）その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の全部若しくは一部を取り消したときは、当該取消

に係る部分に関して、既に補助金が交付されているときには、当該交付決定事業者に対し、宇

部市中小企業者等省エネ設備導入補助金返還命令書（様式第１２号）により補助金の全部又は

一部について、期間を定めて返還させるものとする。 

 

(遅延利息) 

第１７条 市長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、当該返還すべき金額

を指定した期日までに交付決定事業者が納付しなかったときは、宇部市財務規則（昭和４４年



規則第４号）の定めに従い、督促状を交付決定事業者に発するものとする。 

２ 交付決定事業者は、前項の規定により督促を受け、指定された期限（以下「指定期限」とい

う。）までに納付しなかったときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、宇部市

延滞金の徴収に関する条例（昭和３９年条例第５７号）に定める利率により計算した額を遅延

利息として納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、

遅延利息の全部又は一部を免除することができる。  

 

（報告及び調査）  

第１８条  市長は、補助事業の成果等、必要と認める事項について、交付決定事業者に対し報告

を求めることができる。また、交付決定事業者は、市長が当該補助事業に関する調査を行う場

合は、その調査に協力しなければならない。 

 

（その他）  

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和７年４月２１日から施行する。 

  



別表１（第４条関係）補助対象設備 

要件 製品の種類 

 

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル

ギーへの転換等に関する法律（昭和５４年法律

第４９号）に基づいて定められた機器ごとの省

エネ基準達成率１００％以上の製品 

 

エアコン 

ＬＥＤ照明器具(電球のみ交換は除く) 

冷凍冷蔵庫 

温水機器（ガス・石油） 

エコキュート 

 

 

経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進

支援事業」において、補助対象設備として登録、

公表されている製品 

（令和６年度補正予算 省エネルギー投資促進

支援事業費補助金（Ⅲ）設備単位型 補助対象

設備一覧の製品） 

 

 

高効率空調（業務・産業用エアコン等） 

制御機能付きＬＥＤ照明器具 

冷凍冷蔵設備 

業務用給湯器 

産業ヒートポンプ 

高性能ボイラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


